
■ＥＸＴＡＧＥカード特約 

第１条（定義） 

1. 本特約に基づき株式会社ゆうちょ銀行（以下「当行」といいます。）及び株式会社ジェーシー

ビー（以下「ＪＣＢ」といい、当行とＪＣＢを併せて「両社」といいます。）が会員に対し発

行・貸与するカードを、「ＪＰ ＢＡＮＫ ＪＣＢ カード ＥＸＴＡＧＥ」（以下「ＥＸＴＡＧＥ

カード」といいます。）といいます。 

2. 本特約、両社が別途定めるＪＰ ＢＡＮＫ ＪＣＢ カード会員規定（以下「会員規定」といいま

す。）及びＭｙＪ関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した

方をＥＸＴＡＧＥカード会員といいます。 

3. 本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規定、両社が

別途定めるＭｙＪＣＢ利用者規定、Ｊ／Ｓｅｃｕｒｅ（ＴＭ）利用者規定又はＭｙＪチェック利

用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、ＭｙＪＣＢ利用者規定、

Ｊ／Ｓｅｃｕｒｅ（ＴＭ）利用者規定及びＭｙＪチェック利用者規定を総称して、「ＭｙＪ関連

規定類」といいます。 

第２条（ご利用代金明細の確認方法） 

ＥＸＴＡＧＥカードの入会をもって、ＥＸＴＡＧＥカード会員は、ＭｙＪチェック利用者規定所

定のＭｙＪチェックサービスの利用を両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。

ＭｙＪチェック利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないも

のとします。本会員は、ＭｙＪＣＢ利用者規定所定のＭｙＪＣＢによってご利用代金明細を確認す

ることができます。 

第３条（ＥＸＴＡＧＥカードの年会費） 

ＥＸＴＡＧＥカードの年会費は無料とします。 

第４条（カード発行手数料） 

本会員は、両社が別途定めるＥＸＴＡＧＥカードのカード発行手数料を当行に対し支払うものと

します。ただし、本会員又は家族会員がＥＸＴＡＧＥカードの入会後最初の有効期限まで継続して

会員資格を有している場合（ＥＸＴＡＧＥカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を

有している会員を、以下「継続会員」といいます。）には、当行は、本会員に対し、当該継続会員

に係るＥＸＴＡＧＥカードのカード発行手数料の支払いを免除します。 

第５条（ＥＸＴＡＧＥカード付帯サービス） 

ＥＸＴＡＧＥカード会員は、当行、ＪＣＢ又は当行若しくはＪＣＢが提携する第三者（以下「サ

ービス提供会社」といいます。）が提供するＥＸＴＡＧＥカード付帯サービス及び特典（以下併せ

て「ＥＸＴＡＧＥカード付帯サービス」といいます。なお、ＥＸＴＡＧＥカード付帯サービスは、

会員規定所定の付帯サービスとは異なります。）を当行、ＪＣＢ又はサービス提供会社所定の方法

により利用することができます。ＥＸＴＡＧＥカード付帯サービス及びその内容については、当行

が書面その他の方法により通知又は公表します。 

第６条（ＥＸＴＡＧＥカード更新時の取り扱い） 

1. ＥＸＴＡＧＥカードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。ＥＸＴＡ

ＧＥカードの有効期限が満了した場合、第２項に基づきＪＰ ＢＡＮＫ ＪＣＢ カード（一般）が

ＥＸＴＡＧＥカード会員に対して発行されたか否かを問わず、ＥＸＴＡＧＥカード付帯サービス

は終了し、かつ本特約は失効します。 

2. 両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のないＥＸＴＡＧＥカード会員で、両社が審査の

うえ会員と認める方に対し、当行所定のＪＰ ＢＡＮＫ ＪＣＢ カード（一般）（以下「更新後カ

ード」といいます。）を発行します。なお、更新後カードが発行された場合、ＥＸＴＡＧＥカー

ドの有効期限の満了前における会員規定及びＭｙＪ関連規定類に基づく権利義務は、更新後カー

ドにおける権利義務として有効に存続します。 

3. 更新後カードの年会費は、別途当行が通知又は公表するＪＰ ＢＡＮＫ ＪＣＢ カードの年会費



となります。 

第７条（本特約の改定） 

両社は、民法の定めに基づき、ＥＸＴＡＧＥカード会員と個別に合意することなく、将来本特約

を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則

としてＥＸＴＡＧＥカード会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専らＥＸ

ＴＡＧＥカード会員の利益となるものである場合、又はＥＸＴＡＧＥカード会員への影響が軽微で

あると認められる場合、その他ＥＸＴＡＧＥカード会員に不利益を与えないと認められる場合には、

公表のみとする場合があります。 

第８条（適用関係） 

本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であって

ＭｙＪ関連規定類に定めのある事項についてはＭｙＪ関連規定類の定めが優先し適用され、本特約

及びＭｙＪ関連規定類に定めのない事項については会員規定が適用されます。 

以上 


